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【問合せ先】 
 谷塚駅西口地区まちづくり権利者協議会事務局 
 草加市役所 都市整備部 地域整備課 氷川町・谷塚駅周辺地区係 渡部・米澤・渡邉 
 〒340-8550 草加市高砂一丁目１番１号 
 電話 048-922-1802（直通） ＦＡＸ 048-922-3145 
 E-mail chiikiseibi@city.soka.saitama.jp 

 テーブル討議

【公園の機能について】 

○老人が集える憩いの空間としたい。 
○子どもも気軽に運動できるような空間としたい。 
○ベンチを設置して休めるようにしたい。 
○防災のために、一時避難場所としたい。 
○災害時の緊急用トイレを設置したい。 
○常設のトイレと、水飲み場は必要である。 
○防犯の観点から、谷塚ふれあい公園のように溜り場とならないように、公園内を外か

ら見渡せるようにしたい。園内の樹木を低樹林とするなど工夫するとよい。 

【公園の配置について】 

○公園を小学校への一時避難場所とし、駅利用者の避難も考慮するという観点から、谷
塚西口停車場線沿道で、谷塚西口寿町線との交差部周辺に配置するのがよい。 

【その他について】 

○管理がたいへんかもしれないが、園内に芝生をはりたい。
○庭園のような空間を部分的につくりたい。 
○ホームレス対策が必要となるのではないか。 

【公園の機能について】 

○広い道路（草加三郷線、谷塚松原線、谷塚西口停車場、谷塚西口寿町線）に面した場
所に公園を配置して、利用しやすくしてほしい。 

○広い公園を１つつくるよりは、当地区に適したちょうどよい大きさの公園を地区内に
分散してつくる方がよい。 

○駅前に近い場所に公園をつくると、使い方が荒れる可能性もある。 

【公園の配置について】 

○谷塚ふれあい公園は外から見通しが悪い。生垣の裏が死角になっており誰が何をして
いるかわからない。 

○垣根で公園を囲わず、見通しをよくしてほしい。 

【その他について】 

○夜間に公園で騒ぐ中高生がいる。 
○谷塚ふれあい公園で夜間に花火をする人がいて迷惑している。 
○谷塚ふれあい公園のトイレの使い方が汚い。 
○谷塚ふれあい公園でタバコの不始末が目立つ。 
○谷塚ふれあい公園に隣接する駄菓子屋のゴミを散らかして捨てる人がいる。 


